
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

１

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

○
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
第
二
条
関
係
）

25

○
消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第

号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

27
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○
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

（
新
設
）

第
一
章

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売

第
一
節

定
義
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
節

訪
問
販
売
（
第
四
条
―
第
七
条
）

第
三
節

通
信
販
売
（
第
八
条
）

第
四
節

電
話
勧
誘
販
売
（
第
九
条
・
第
十
条
）

第
五
節

雑
則
（
第
十
一
条
―
第
二
十
条
）

第
二
章

連
鎖
販
売
取
引
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
三
章

特
定
継
続
的
役
務
提
供
（
第
二
十
四
条
―
第
三
十
一
条
）

第
四
章

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
（
第
三
十
二
条
・
第
三
十
三
条
）

第
五
章

訪
問
購
入
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
七
条
）

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
）

附
則

第
一
章

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売

（
新
設
）

第
一
節

定
義

（
新
設
）
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（
特
定
顧
客
の
誘
引
方
法
）

（
特
定
顧
客
の
誘
引
方
法
）

第
一
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

第
一
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法

一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法

と
す
る
。

と
す
る
。

一

電
話
、
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平

一

電
話
、
郵
便
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便

成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便

事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る

事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
に
よ
る

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
、
電

同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
、
電

報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
法
第
四
条

報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
法
第
十
二

第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
（
以
下
「
電
磁
的
方
法
」
と
い

に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は

う
。
）
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若

拡
声
器
で
住
居
の
外
か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問

し
く
は
拡
声
器
で
住
居
の
外
か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居

し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す

を
訪
問
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
営
業
所
そ
の
他
特
定
の
場
所
へ

誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
営
業
所
そ
の
他
特
定
の

の
来
訪
を
要
請
す
る
こ
と
。

場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
電
話
を
か
け
さ
せ
る
方
法
）

（
電
話
を
か
け
さ
せ
る
方
法
）

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

第
二
条

法
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
法
と
す
る
。

当
す
る
方
法
と
す
る
。

一

電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信

一

電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信

す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ

す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
又
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
、
又
は
広
告
を
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に

レ
ッ
ト
を
配
布
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
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掲
載
し
、
若
し
く
は
ラ
ジ
オ
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
若
し
く
は
ウ
ェ

い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か
け
る

ブ
ペ
ー
ジ
等
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
の
閲
覧
の
用
に
供
さ

こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。

れ
る
電
磁
的
記
録
で
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
集
合
物
を
い
う

。
第
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
し
て
、
当
該
売
買
契
約
又
は
役

務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

告
げ
ず
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

第
二
節

訪
問
販
売

（
新
設
）

（
勧
誘
目
的
を
告
げ
な
い
誘
引
方
法
）

（
削
る
）

第
三
条
の
二

法
第
六
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
十
二
条
第

三
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク

シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若

し
く
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は
拡
声
器
で
住
居

の
外
か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問
し
て
、
営
業
所
そ

の
他
特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す
る
方
法
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

（
削
る
）

第
三
条
の
三

法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
使
用
人
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
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二

法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
、
第
二
十
三
条
第
一

項
前
段
、
第
三
十
九
条
第
一
項
前
段
、
第
二
項
前
段
若
し
く
は
第
三
項
前

段
、
第
四
十
七
条
第
一
項
前
段
、
第
五
十
七
条
第
一
項
前
段
又
は
第
五
十

八
条
の
十
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
業
務
を
統

括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
（
前

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
削
る
）

第
三
条
の
四

法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
販
売
業
者
若
し

く
は
役
務
提
供
事
業
者
又
は
そ
の
役
員
（
同
条
第
一
項
前
段
、
法
第
十
五
条

第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
前
一

年
以
内
に
お
い
て
役
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
使
用
人
（

前
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
い
、
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第

一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
前
一
年

以
内
に
お
い
て
使
用
人
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
が
他
の
法
人
の
財
務
及
び

営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
。

（
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
四
条

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務
提

第
四
条

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

供
事
業
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令

承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
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よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該

、
そ
の
用
い
る
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書

申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

面
又
は
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る

。

も
の
（
以
下
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
四
条

当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定
す

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が

る
方
法
に
よ
り
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の

あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す

だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を

る
事
項
の
提
供
を
同
項
前
段
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い

得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

。
た
だ
し
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
が
再
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事

項
を
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
し
た
者
に
提
供
し
た

と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
申
込
み
を
し

た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た

か
否
か
及
び
当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を
主
務
省
令
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
四
条
第
二
項
及
び

第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
前
三
項
中
「
申
込
み
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
購
入
者
又
は
役
務

の
提
供
を
受
け
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
勧
誘
目
的
を
告
げ
な
い
誘
引
方
法
）
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第
五
条

法
第
六
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
第
四
項
及
び
第
五
十
二
条
第
三
項

（
新
設
）

の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
話
、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若
し
く

は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
若
し
く
は
拡
声
器
で
住
居
の
外

か
ら
呼
び
掛
け
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
住
居
を
訪
問
し
て
、
営
業
所
そ
の
他

特
定
の
場
所
へ
の
来
訪
を
要
請
す
る
方
法
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
）

第
六
条

法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人
は
、
使
用
人
の
う
ち
、

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

営
業
所
又
は
事
務
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者

と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者

二

法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
、
第
二
十
三
条
第
一

項
前
段
、
第
三
十
九
条
第
一
項
前
段
、
第
二
項
前
段
若
し
く
は
第
三
項
前

段
、
第
四
十
七
条
第
一
項
前
段
、
第
五
十
七
条
第
一
項
前
段
又
は
第
五
十

八
条
の
十
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
業
務
を
統

括
す
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
者
（
前

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

（
法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
七
条

法
第
八
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
販
売
業
者
若
し
く
は

（
新
設
）

役
務
提
供
事
業
者
又
は
そ
の
役
員
（
同
条
第
一
項
前
段
又
は
法
第
十
五
条
第

一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
前
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一
年
以
内
に
お
い
て
役
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
そ
の
使
用
人

（
前
条
に
規
定
す
る
使
用
人
を
い
い
、
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条

第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
の
日
前
一

年
以
内
に
お
い
て
使
用
人
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
が
他
の
法
人
の
財
務
及

び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。

第
三
節

通
信
販
売

（
新
設
）

第
八
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務

（
新
設
）

提
供
事
業
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当

該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾

を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
節

電
話
勧
誘
販
売

（
新
設
）
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（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
九
条

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務

（
新
設
）

提
供
事
業
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当

該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾

を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る

事
項
を
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
し
た
者
に
提
供
し

た
と
き
は
、
当
該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
申
込
み
を

し
た
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

た
か
否
か
及
び
当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を
主
務
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
法
第
十
八
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
三
項
中
「
申
込
み
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
購
入
者
又
は

役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
十
条

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
販
売
業
者
又
は
役
務

（
新
設
）

提
供
事
業
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当

該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当

該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾

を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
節

雑
則

（
新
設
）

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

第
五
条
・
第
五
条
の
二

（
略
）

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

（
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
が
で
き
な
い
役
務
の
提
供
等
）

第
十
三
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に

第
六
条

法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第
二

げ
る
役
務
の
提
供
で
あ
つ
て
、
役
務
提
供
事
業
者
が
営
業
所
等
（
法
第
二
条

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
所
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
六

十
七
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営

条
の
五
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
に
お
い
て
呼
び
止
め
て
営
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業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
そ

業
所
等
に
同
行
さ
せ
た
者
か
ら
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
、
又
は
そ

の
者
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

の
者
と
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

第
十
四
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
商
品
は
、
自
動

第
六
条
の
二

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
商
品
は
、
自

車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
号
に
お
い

動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
同

て
同
じ
。
）
と
し
、
同
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
役
務
は
、
自
動
車
の
貸

号
の
政
令
で
定
め
る
役
務
は
、
自
動
車
の
貸
与
（
当
該
貸
与
を
受
け
る
者
が

与
（
当
該
貸
与
を
受
け
る
者
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
八
十
条
第
一
項
た

十
三
号
）
第
八
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
者
と
し
て

だ
し
書
の
自
家
用
自
動
車
の
使
用
者
と
し
て
当
該
自
動
車
を
使
用
す
る
場
合

当
該
自
動
車
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
限
る
。
）
と
す
る
。

第
十
五
条
～
第
十
七
条

（
略
）

第
六
条
の
三
～
第
七
条

（
略
）

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
販
売
の
取
引
の
態
様
）

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
販
売
の
取
引
の
態
様
）

第
十
八
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は

第
八
条

法
第
二
十
六
条
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は
、

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

店
舗
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日

二

店
舗
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日

前
一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
取
引
（

前
一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
取
引
（

当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
四
条
、
第
五
条
若
し
く
は
第
九
条
第
六
項
の
規

項
若
し
く
は
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第

定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に

一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
及
び
当

掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
及
び
当
該
取
引
の
あ
つ
た
日
以
後
に
お
い

該
取
引
の
あ
つ
た
日
以
後
に
お
い
て
法
第
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当

て
法
第
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
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す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
に
限
り
、
法
第
三
条

的
と
し
な
い
も
の
に
限
り
、
法
第
三
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第

の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第
一
項

す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行

第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の

為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の

あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は

住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約

そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務

の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提

提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供

供
三

店
舗
販
売
業
者
以
外
の
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の

三

店
舗
販
売
業
者
以
外
の
販
売
業
者
又
は
店
舗
役
務
提
供
事
業
者
以
外
の

役
務
提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前

役
務
提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前

一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の

一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の

訪
問
に
つ
き
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第

訪
問
に
つ
き
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
四
条
、
第
五
条
若
し
く
は

一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行

第
九
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号

為
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な

若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
及
び
当
該
取
引
の
あ

か
つ
た
も
の
及
び
当
該
取
引
の
あ
つ
た
日
以
後
に
お
い
て
法
第
九
条
の
二

つ
た
日
以
後
に
お
い
て
法
第
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
契
約
を

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の

締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
に
限
り
、
法
第
三
条
の
二
第
二
項

に
限
り
、
法
第
三
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又

ま
で
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は

は
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た

第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る

も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問

。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪
問

し
て
行
う
販
売
又
は
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を

し
て
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結

受
け
若
し
く
は
役
務
提
供
契
約
を
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供

し
て
行
う
役
務
の
提
供

四

（
略
）

四

（
略
）
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（
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
請
求
さ
せ
る
行
為
）

（
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
請
求
さ
せ
る
行
為
）

第
十
九
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
電
話

第
九
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
行
為
は
、
電
話
、

、
郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法

郵
便
、
信
書
便
、
電
報
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
若

若
し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
若
し
く
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

し
く
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
又
は
ビ
ラ
若
し
く
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

を
配
布
し
、
又
は
広
告
を
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の
刊
行
物
に
掲
載
し
、
若
し

し
て
、
当
該
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結

く
は
ラ
ジ
オ
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
若
し
く
は
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
等
を
利

に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か
け

用
し
て
、
当
該
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締

る
こ
と
を
請
求
さ
せ
る
行
為
と
す
る
。

結
に
つ
い
て
勧
誘
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ず
に
電
話
を
か

け
る
こ
と
を
請
求
さ
せ
る
行
為
と
す
る
。

（
適
用
除
外
さ
れ
る
電
話
勧
誘
販
売
の
取
引
の
態
様
）

（
適
用
除
外
さ
れ
る
電
話
勧
誘
販
売
の
取
引
の
態
様
）

第
二
十
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は

第
十
条

法
第
二
十
六
条
第
七
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引
の
態
様
は
、

、
販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当

販
売
業
者
又
は
役
務
提
供
事
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（
当
該

該
勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て

勧
誘
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の
事
業
に
関
し
て
、

、
二
以
上
の
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条

二
以
上
の
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
若

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
六

し
く
は
第
二
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
二
条

項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
及
び
当

第
四
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
及
び
当
該
取
引
の
あ
つ
た
日
以
後

該
取
引
の
あ
つ
た
日
以
後
に
お
い
て
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該

に
お
い
て
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
契
約
を
締
結
す
る

当
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
に
限
り
、
法
第
十
七

こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
に
限
り
、
法
第
十
七
条
若
し
く
は
第
二
十
一
条

条
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
二
条
第

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）

三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）

の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
電
話
を
か
け
、
そ
の
電
話
に
お
い
て
行

に
対
し
て
電
話
を
か
け
、
そ
の
電
話
に
お
い
て
行
う
売
買
契
約
又
は
役
務
提

う
売
買
契
約
又
は
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
よ
り
、
当
該
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供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
勧
誘
に
よ
り
、
当
該
売
買
契
約
の
申
込
み
を
郵

売
買
契
約
の
申
込
み
を
郵
便
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
を

便
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
売

い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
売
買
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り

買
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り
締
結
し
て
行
う
販
売
又
は
当
該
役
務
提
供
契
約
の

締
結
し
て
行
う
販
売
又
は
当
該
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
を
郵
便
等
に
よ
り

申
込
み
を
郵
便
等
に
よ
り
受
け
、
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
契
約
を
郵
便
等

受
け
、
若
し
く
は
当
該
役
務
提
供
契
約
を
郵
便
等
に
よ
り
締
結
し
て
行
う
役

に
よ
り
締
結
し
て
行
う
役
務
の
提
供
と
す
る
。

務
の
提
供
と
す
る
。

第
二
章

連
鎖
販
売
取
引

（
新
設
）

（
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
連
鎖
販
売
業

（
新
設
）

を
行
う
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

承
諾
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
連

鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提

供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
連
鎖
販

売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
連
鎖
販
売
契
約
の
相
手

方
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当

該
承
諾
に
係
る
連
鎖
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は

連
鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

申
出
の
後
に
当
該
連
鎖
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
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は
連
鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

３

連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
は
、
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を

同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
連
鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
に
提
供
し

た
と
き
は
、
当
該
連
鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
連

鎖
販
売
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
に
記
録
さ
れ
た
か
否
か
及
び
当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を

主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
十
二
条

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る

第
十
条
の
二

第
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
政
令
で
定

法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
販
売
業
者

め
る
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
四
中
「

若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
統
括
者
、
勧
誘
者
若
し
く
は

販
売
業
者
若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
統
括
者
、
勧
誘
者

一
般
連
鎖
販
売
業
者
」
と
、
「
同
条
第
一
項
前
段
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項

若
し
く
は
一
般
連
鎖
販
売
業
者
」
と
、
「
同
条
第
一
項
前
段
、
法
第
十
五
条

前
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第

第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条

一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ

第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と

る
の
は
「
法
第
三
十
九
条
第
一
項
前
段
、
第
二
項
前
段
又
は
第
三
項
前
段
」

あ
る
の
は
「
法
第
三
十
九
条
第
一
項
前
段
、
第
二
項
前
段
又
は
第
三
項
前
段

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
商
品
販
売
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
）

（
商
品
販
売
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、

第
十
条
の
三

法
第
四
十
条
の
二
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
と
き
は
、

連
鎖
販
売
加
入
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
当
該
商
品
の
全
部
又

連
鎖
販
売
加
入
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
当
該
商
品
の
全
部
又

は
一
部
を
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き
と
す
る
。

は
一
部
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
と
す
る
。
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第
三
章

特
定
継
続
的
役
務
提
供

（
新
設
）

第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条

（
略
）

第
十
一
条
・
第
十
二
条

（
略
）

（
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
役
務
提
供
事

（
新
設
）

業
者
又
は
販
売
業
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
承
諾
に
係
る
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
若

し
く
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者

、
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を

受
け
る
権
利
の
購
入
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
継
続
的

役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及

び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
等
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

役
務
提
供
事
業
者
又
は
販
売
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

等
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
特
定

継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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３

役
務
提
供
事
業
者
又
は
販
売
業
者
は
、
法
第
四
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
事
項
を
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供

を
受
け
る
者
又
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
の
購
入
者
に
提

供
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
特
定
継

続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
の
購
入
者
に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
特

定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者
又
は
特
定
継
続
的
役
務
の
提
供
を
受
け

る
権
利
の
購
入
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
さ
れ
た
か
否
か
及
び
当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を
主
務

省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
二
十
八
条

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る

第
十
三
条
の
二

第
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で

法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
同
条
第
一

定
め
る
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
四
中

項
前
段
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段

「
同
条
第
一
項
前
段
、
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項

」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は

前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項
前
段

第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項
前
段

又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
四
十
七
条
第
一
項

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
～
第
三
十
一
条

（
略
）

第
十
四
条
～
第
十
六
条

（
略
）

第
四
章

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

（
新
設
）
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（
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
三
十
二
条

法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
業
務
提
供
誘

（
新
設
）

引
販
売
業
を
行
う
者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
承
諾
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ

う
と
す
る
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相
手
方
に
対
し
同
項
の
規
定

に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容

を
示
し
た
上
で
、
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ

う
と
す
る
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相
手
方
か
ら
書
面
等
に
よ
つ

て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ

て
も
、
当
該
承
諾
に
係
る
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
伴
う
特
定
負
担
を
し

よ
う
と
す
る
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相
手
方
か
ら
書
面
等
に
よ

り
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け

な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
出
の
後
に
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引

に
伴
う
特
定
負
担
を
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相

手
方
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
は
、
法
第
五
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す

る
事
項
を
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約

の
相
手
方
に
提
供
し
た
と
き
は
、
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相
手
方

に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
業
務
提
供
誘
引
販
売
契
約
の
相
手
方
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
か
否
か
及
び
当
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該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
三
十
三
条

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る

第
十
六
条
の
二

第
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
政
令
で

法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
販
売
業
者

定
め
る
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
の
四
中

若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
提
供
誘
引
販
売
業
を
行

「
販
売
業
者
若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
提
供
誘
引

う
者
」
と
、
「
同
条
第
一
項
前
段
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
若
し
く
は

販
売
業
を
行
う
者
」
と
、
「
同
条
第
一
項
前
段
、
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段

第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第

又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段

十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

、
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「

五
十
七
条
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

法
第
五
十
七
条
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

訪
問
購
入

（
新
設
）

（
法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
）

（
法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
）

第
三
十
四
条

法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ
る

第
十
六
条
の
三

法
第
五
十
八
条
の
四
の
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
次
に
掲
げ

物
品
と
す
る
。

る
物
品
と
す
る
。

一

自
動
車

一

自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

（
法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
三
十
五
条

法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
購
入
業

（
新
設
）

者
が
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
承
諾
に
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係
る
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提

供
に
用
い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
申
込
み

を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
つ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

購
入
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当
該
承
諾
に
係

る
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
五
十
八
条
の
七
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

申
出
の
後
に
当
該
申
込
み
を
し
た
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

購
入
業
者
は
、
法
第
五
十
八
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
同
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
申
込
み
を
し
た
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
当

該
申
込
み
を
し
た
者
に
対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
申
込
み
を
し
た
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
か
否
か
及
び

当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
か
否
か
を
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ

り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
五
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
法
第
五
十
八

条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
三
項
中
「
申
込
み
を
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
、

「
売
買
契
約
の
相
手
方
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
三
十
六
条

第
七
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
政
令
で

第
十
六
条
の
四

第
三
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
五
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の

定
め
る
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
中
「
販

政
令
で
定
め
る
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
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売
業
者
若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
購
入
業
者
」
と
、
「

の
四
中
「
販
売
業
者
若
し
く
は
役
務
提
供
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
購
入
業

同
条
第
一
項
前
段
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
若
し
く
は
第
二
十
三
条
第

者
」
と
、
「
同
条
第
一
項
前
段
、
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
又
は
第
二
十
三

一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第
一
項

条
第
一
項
前
段
」
と
あ
り
、
及
び
「
法
第
八
条
第
一
項
前
段
、
第
十
五
条
第

前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条
の
十

一
項
前
段
又
は
第
二
十
三
条
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
八
条

三
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
十
三
第
一
項
前
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
購
入
の
取
引
の
態
様
）

（
適
用
除
外
さ
れ
る
訪
問
購
入
の
取
引
の
態
様
）

第
三
十
七
条

法
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取
引

第
十
六
条
の
五

法
第
五
十
八
条
の
十
七
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
取

の
態
様
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

引
の
態
様
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
取
引
の
態
様
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

店
舗
購
入
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入
の

二

店
舗
購
入
業
者
が
顧
客
（
当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入
の

事
業
に
関
し
て
、
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七
第
一

事
業
に
関
し
て
、
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七
か
ら

項
、
第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
九
、

第
五
十
八
条
の
九
ま
で
、
第
五
十
八
条
の
十
一
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の

第
五
十
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な

十
一
の
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条
の
六
若

か
つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条
の
六
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十

し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
若

の
十
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の

し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者

を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て

に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入

行
う
購
入

三

店
舗
購
入
業
者
以
外
の
購
入
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（

三

店
舗
購
入
業
者
以
外
の
購
入
業
者
が
継
続
的
取
引
関
係
に
あ
る
顧
客
（

当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の

当
該
訪
問
の
日
前
一
年
間
に
、
当
該
購
入
の
事
業
に
関
し
て
、
二
以
上
の

訪
問
に
つ
き
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七
第
一
項
、

訪
問
に
つ
き
取
引
（
当
該
取
引
に
つ
い
て
法
第
五
十
八
条
の
七
か
ら
第
五

第
五
十
八
条
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
八
条
の
九
、
第
五

十
八
条
の
九
ま
で
、
第
五
十
八
条
の
十
一
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
一

十
八
条
の
十
一
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
一
の
二
の
規
定
に
違
反
す
る

の
二
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
一
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行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か

号
に
掲
げ
る
行
為
が
な
か
つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条
の
六
若
し

つ
た
も
の
に
限
り
、
法
第
五
十
八
条
の
六
若
し
く
は
第
五
十
八
条
の
十
の

く
は
第
五
十
八
条
の
十
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の

規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
若
し

十
二
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を

く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に

除
く
。
）
の
あ
つ
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行

限
る
。
）
に
対
し
て
そ
の
住
居
を
訪
問
し
て
行
う
購
入

う
購
入

四

（
略
）

四

（
略
）

第
六
章

雑
則

（
新
設
）

第
三
十
八
条
～
第
四
十
三
条

（
略
）

第
十
六
条
の
六
～
第
二
十
条

（
略
）

附

則

附

則

１

（
略
）

１

（
略
）

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役
務
の
提

２

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
販
売
又
は
役
務
の
提

供
は
、
第
十
一
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正

供
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
第
一
号

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
八
号
）
附
則
第
二
条
第
七
項
第
一
号
ホ

ホ

に
規
定
す
る
認
可
特
定
保
険
業
者
が
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第

に
規
定
す
る
認
可
特
定
保
険
業
者
が
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二

(7)

(7)

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号

号
）
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
又
は
業
務
と
し
て

）
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
又
は
業
務
と
し
て
行

行
う
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第

う
商
品
の
販
売
又
は
役
務
の
提
供
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五

十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

条
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
第
十

３

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
役
務
の
提
供
は
、
第
六

五
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

条
の
三
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
五
条
の
二
関
係
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
二

四

農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
二

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業
代
理
業
者
が
行
う
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い

項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
又
は
同
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
（
昭

て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
銀
行
法
（
昭

和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定

和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
二
第
一
項
に
規
定

す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る

す
る
業
務
と
し
て
行
う
販
売
若
し
く
は
役
務
の
提
供
（
同
項
に
規
定
す
る

主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
農
業

主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
業
務
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
農
業

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業

協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
事
業

電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
信
用
事
業

電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定
信
用
事
業

電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
九
十
二
条
の
五
の

電
子
決
済
等
代
行
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
法
第
九
十
二
条
の
五
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
九
十
二
条
の
五
の
八
第
六

二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
、
同
法
第
九
十
二
条
の
五
の
八
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る

電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決

電
子
決
済
等
代
行
業
者
（
銀
行
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決

済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成

済
等
代
行
業
者
を
い
い
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
二

十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
二

条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ

条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
電
子
決
済
等
代
行
業
者
と
み
な
さ
れ
る
金
融
サ

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

ー
ビ
ス
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第

六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
第
四
十
号
に
お
い

六
項
に
規
定
す
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
仲
介
業
者
を
い
う
。
第
四
十
二
号
に
お

て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十

い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
農
業
協
同
組
合
法
第
九
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二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
九
十
二
条

十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供
及
び
同
法
第
九
十
二

の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第
五

条
の
六
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
指
定
紛
争
解
決
機
関
が
行
う
同
条
第

項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
役
務
の
提
供

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八
～
二
十
八

（
略
）

七
の
二
～
二
十
七

（
略
）

（
削
る
）

二
十
八

削
除

二
十
九

（
略
）

二
十
九

（
略
）

（
削
る
）

三
十

削
除

三
十
～
三
十
四

（
略
）

三
十
一
～
三
十
五

（
略
）

（
削
る
）

三
十
六

削
除

三
十
五
～
四
十
九

（
略
）

三
十
七
～
五
十
一

（
略
）

別
表
第
三
（
第
十
六
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
六
条
の
四
関
係
）

一

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に

一

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の
に

限
る
。
別
表
第
五
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ

限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療

て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
を
い
う
。
以

百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除

下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

く
。
）

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

別
表
第
四
（
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）
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別
表
第
五
（
第
二
十
九
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
十
四
条
関
係
）

一

別
表
第
四
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に

一

別
表
第
四
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
商
品

掲
げ
る
商
品

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の

品
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
を
除
く
。
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二

別
表
第
四
の
二
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に

二

別
表
第
四
の
二
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
商
品

掲
げ
る
商
品

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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○
預
託
等
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
に
関
す
る
手
続
等
）

第
三
条

法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
は
、
預
託
等
取
引
業
者
が
、

（
新
設
）

内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
承
諾
に
係
る
顧

客
又
は
預
託
者
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
に
用

い
る
電
磁
的
方
法
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
た
上
で
、
当
該
顧
客
又
は
預
託

者
か
ら
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通

信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
次
項
に

お
い
て
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と
す
る
。

２

預
託
等
取
引
業
者
は
、
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
承

諾
に
係
る
顧
客
又
は
預
託
者
か
ら
書
面
等
に
よ
り
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申

出
の
後
に
当
該
顧
客
又
は
預
託
者
か
ら
再
び
前
項
の
承
諾
を
得
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

３

預
託
等
取
引
業
者
は
、
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
同
項
に
規

定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
預
託
者
に
提
供
し
た
と
き
は
、
当
該
預
託
者
に

対
し
、
当
該
事
項
が
当
該
預
託
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
か
否
か
及
び
当
該
事
項
の
閲
覧
に
支
障
が
あ
る
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か
否
か
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
～
第
七
条

（
略
）

第
三
条
～
第
六
条

（
略
）
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○
消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第

号
）
（
附
則
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

（
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百

第
二
条

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百

九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
四
十
八
号
中
「
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の

別
表
第
二
第
五
十
号
中
「
消
費
者
の
財
産
的
被
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た

た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
「
消
費
者
の
財
産
的

め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
」
を
「
消
費
者
の
財
産
的
被

被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法

害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律

律
」
に
、
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る

」
に
、
「
第
六
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

。


